
第１章 総　　則 ------------------------- 1

第２章 汚水ポンプ仕様 -------------------- 3

第３章 据 付 工 事 ----------------------- 5

－ 目　次 －

平成30年度 公共下水道事業

井田川・能褒野処理分区中継ポンプ改築工事（その２）

［特記仕様書］



１．概　要

２．準拠規定

１） 日本工業規格

２） 中部電力電気供給規程及び内線規定

３） 労働安全衛生規格

４） その他関係法規

３．設備概要

１） ポンプ設備（付属品、配管工事含む）

４．施工範囲

５．材　料

６．荷造輸送

第　１　章　　　総　　　則

　本工事は、亀山市みずほ台マンホールポンプにおいてポンプ製作及び取替工事につい

て記したものである。なお、着脱装置については既設流用とします。
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　請負者は、下記規定及びその関係法規に準拠して施工しなければならない。但し、本

仕様書と重複する事項で相違する場合及び記載なき場合は、双方協議の上決定するもの

とする。

　本設備の施工範囲は、設計・製作・工場試験・輸送・据付及び試運転を含むものとす

る。また、請負者は本仕様書及び図面に示してないもので、製作設置操作上欠くことの

できない軽易な材料部品は調達しなければならない。これに要する費用は請負者の負担

とする。

　材料は、本仕様書２の規定に基づき精選吟味し、部品間の関連性があり安全且つ強靭

なもので、耐久性のあるものを調達しなければならない。

　各機器の荷造は厳重に施し、輸送途上及び格納中に損傷、発錆及び吸湿等のないよう

にすること。なお、現地搬入に関しては予め監督員と打合せの上、輸送計画を立てるこ

と。



７．機械取扱指導

８．試運転及び検査

(１) ポンプ

(２) 現地据付完了後、下記の試験を行うものとする。

・ 機器据付外観検査

・ 機器試運転及び調整

・ その他

９．提出書類

(１) 承認図

(２) 工事写真

(３) 完成図書

　工事完了後、請負者は速やかに完成図書を提出すること。

　請負者は、工事完成後撮影した写真をアルバムに整理し、監督員に提出しなければな

らない。

　ＪＩＳに基づき揚程、吐出量、回転数、ポンプ効率、運転状態の試験並びに水圧の検

査を行うものとする。

　この仕様書並びに添付図書に記載する事項は、主要事項のみを示すものであるから、

請負者は速やかに承認図を提出し、監督員の承認を得てから製作に着手しなければなら

ない。

　本工事の機器類の取扱操作方法、施設運転、保守管理に当たって支障のないよう請負

者の負担において管理要員の指導を行うこと。
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　請負者は、監督員の指示に従い施工前、施工後の状況が対照できるように、工事過程

を原則としてカラーフィルムで撮影しなければならない。また、工事完成後外部から明

視できなくなる箇所の施工状況、重要な工事段階、出来形部分及び寸法等が確認できる

ように撮影しなければならない。



１．ポンプ仕様

みずほ台

数 量 (台) ２

ポ ン プ形式

口 径 (ｍｍ) 150

吐 出 量 (m
3
/min)

全 揚 程 (ｍ)

同 期 回転数 (min
-1
) 1,800

電 動 機形式

出 力 (kw) 22

電 圧 (Ｖ) 200

周 波 数 (Hz) 60

起 動 方 式 ﾘｱｸﾄﾙ始動

ﾌ ﾗ ｲ ﾎ ｨ ｰ ﾙ GD
2

5.0kg-m
2
相当

保 護 装 置

附 属 品 防水ケーブル （20ｍ） １式

ポンプ吊上げ用チェーン １式

その他必要なもの １式

第　２　章　　汚水ポンプ仕様

マ ン ホ ー ル 番 号

水中汚水汚物ポンプ（着脱式）スクリュー型

乾　式　水　中　電　動　機

電動機浸水警報・電動機温度上昇

(※既設ポンプは150A　18.5kW　ｽｸﾘｭｰ型)

２．構　造

(１)

(２)

(３)

(４)

(５) 　軸受は荷重に対して最適な構造の支持容量を有する耐久力のあるものとする。

(６) 　軸封部にはダブルメカニカルシールを使用し、モーターへの浸水を防止する。

(７) 　スカム対策構造とし、ポンプケーシング吸込口に、吸込ノズルを設けるものとする。
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　ポンプは性能の安定したもので、使用流量範囲において電動機が過負荷にならないも

のとする。また、羽根車部は固形物の詰まりにくいスクリュー構造とする。

　ポンプケーシングは、良質の鋳鉄製で、鋳肌が滑らか且つ堅牢なもので、衝撃、摩耗

、腐蝕を考慮した肉厚のものとする。

　ポンプ羽根車は良質強靭なるステンレス鋼製とし、バランスのとれた安定した性能を

発揮するものとする。

　主軸は強靭な良質のステンレス鋼製とし、動力伝達と危険速度を考慮した十分な強度

を有するものとする。



３．主要材料及び塗装

(１) 主要材料

ケ ー シ ン グ ＦＣ２５０

羽 根 車 ＳＣＳ１３

主 軸 ＳＵＳ４０３ または ＳＵＳ４２０Ｊ２

吸 込 ノ ズ ル ＳＵＳ３０４

吊上チェーン ＳＵＳ３０４

(２) 塗　装

タールエポキシ塗装とする。

４．性能試験及び検査

(１)

(２) 　ポンプ性能試験はＪＩＳ－Ｂ８３０１またはＪＩＳ－Ｂ８３０２に準拠すること。

　性能試験及び検査は製造者が自主的に行うものとし、性能試験結果については試験成

績表を３部提出すること。
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１．機械設備工事

(１)

(２)

(３)

(４)

２．電気設備工事

(１) 電線管

　電線管の露出部は、厚鋼電線管のポリエチレンライニング管を使用する。

３．塗装工事

(１)

４．試運転調整

(１)

(２) 　試運転終了後、監督員に各機器の機能および取扱操作方法等の説明をすること。

５　引渡しおよび保証

(１) 　本工事の引渡しは、当検査員の竣工検査に合格した時をもって引渡しとする。

(２)

　機器の塗装はメーカーの標準色とするが、据付後損傷箇所がある場合はその補修塗装

を行なうものとする。

　各機器の現場据付後、発注者の定める期間内に請負者は各機器について専門の熟練し

た技術者を派遣し、機器の調整試運転を行い成績書を提出すること。

　本工事引渡し後の保証期間は、満２ケ年とする。なお、保証期間中に請負者の責任に

帰すべき原因による事故が生じた場合には指定する期間内に無償にて補修、または良品

に取り替えること。
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第　３　章　　　据 付 工 事

　機器の据え付けにあたっては、十分な経験と技術を持った専門技術者の指導のもとで

行い、その機器の性能や機能を損なうことのないように十分注意して据え付けなければ

ならない。

　機器および附属部品の取り付けには、修理や点検が容易に行えるような位置や向きに

配慮すると共に、取り外しが容易にできるようにフランジまたは伸縮管を前後等に設け

て取り付けなければならない。

　機器の据え付け工事にあたって、他工事との出会い現場となる場合は、機器の破損や

汚れを受けないように本工事の請負者によって保護に努めなければならない。

　着脱装置は既設流用とします。着脱装置の流用不可な機器を設置する場合に係る一切
の費用は受注者負担とする。
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安

全
確

保
の

措
置

を
講

じ
た

う
え

で
、

工
事

を
実

施
す

る
こ

と
。

（
注

）
上

記
受

託
業

務
事

項
・

条
件

及
び

内
容

の
レ

印
当

該
欄

は
、

作
業

に
当

た
っ

て
制

約
を

受
け

る
事

と
な

る
の

で
明

示
す

る
。

　
　

　
明

示
事

項
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

及
び

明
示

さ
れ

て
い

な
い

制
約

等
が

発
生

し
た

と
き

は
、

発
注

者
と

別
途

協
議

し
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
別

途
協

議
と

は
、

設
計

・
現

場
説

明
又

は
作

業
打

合
せ

等
に

よ
り

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

亀
山

市
平

成
3
0
年

7
月

-6-



特
記

仕
様

書
（

施
工

条
件

明
示

一
覧

表
）

№
2

条
　

　
　

件
　

　
　

及
　

　
　

び
　

　
　

内
　

　
　

容
明

　
示

　
項

　
目

明
　

　
示

　
　

事
　

　
項

一
般

道
路

（
搬

入
路

）
の

使
用

制
限

あ
り

経
路

及
び

使
用

期
間

の
制

限
内

容
　

（
別

途
図

面
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

）
別

途
協

議
　

）

仮
設

道
路

の
設

置
条

件
あ

り
使

用
中

及
び

使
用

後
の

措
置

　
　

　
（

別
途

図
面

そ
の

他
（

 
　

　
　

　
 
）

別
途

協
議

　
）

用
地

及
び

構
造

　
　

　
　

　
　

　
　

（
別

途
図

面
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

）
別

途
協

議
　

）

安
全

施
設

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
別

途
図

面
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

）
別

途
協

議
　

）

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

仮
設

備
の

設
置

条
件

あ
り

使
用

期
間

及
び

借
地

条
件

　
　

　
　

（
別

添
図

等
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

）
別

途
協

議
　

）

転
用

あ
り

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

回
）

兼
用

あ
り

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

そ
の

他
（

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

仮
設

物
の

構
造

及
び

施
工

方
法

の
指

定
構

造
及

び
設

計
条

件
　

　
　

　
　

　
（

別
添

図
等

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
）

別
途

協
議

　
）

施
工

方
法

（
　

　
　

　
）

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

残
土

処
分

（
自

由
処

分
）

残
土

処
分

地
（

別
途

資
料

　
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

）
別

途
協

議
　

）
運

搬
距

離
（

Ｌ
＝

暫
定

8
㎞

）

残
土

処
分

（
指

定
処

分
・

他
工

事
流

用
）

処
分

地
の

処
理

条
件

あ
り

　
（

押
土

整
地

　
　

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
）

産
業

廃
棄

物
の

処
理

条
件

あ
り

産
業

廃
棄

物
の

種
類

　
　

　
（

コ
ン

塊
ア

ス
塊

木
材

汚
泥

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
）

）

産
業

廃
棄

物
の

処
分

地
　

　
（

再
生

処
分

場
（

　
　

　
　

　
）

最
終

処
分

場
（

　
　

　
　

　
）

別
添

図
書

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

別
途

協
議

　
）

【
注

：
特

段
の

理
由

に
よ

り
処

分
先

や
運

搬
距

離
を

明
示

す
る

場
合

は
そ

の
他

の
項

目
（

　
　

　
　

　
）

に
記

入
の

こ
と

。
】

処
分

場
の

受
入

条
件

　
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

舗
装

切
断

時
の

排
水

処
理

残
土

・
産

業
廃

棄
物

関
係

工
事

用
道

路
関

係

仮
設

備
関

係

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

・
セ

メ
ン

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
舗

装
の

切
断

時
に

発
生

す
る

排
水

（
泥

水
）

を
河

川
や

側
溝

に
排

水
す

る
こ

と
な

く
排

水
吸

引
機

能
を

有
す

る
切

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

工
事

支
障

物
件

あ
り

支
障

物
件

名
　

（
鉄

道
電

気
電

話
水

道
ガ

ス
有

線
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

移
設

時
期

　
　

（
平

成
 
3
0
年

 
　

月
　

頃
別

途
協

議
）

防
護

　
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

そ
の

他
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

工
 
事

 
支

 
障

物
 
件

 
関

 
係

ア
ァ

ト
メ

ト
ク

リ
ト

舗
装

切
断

時
に

発
生

す
る

排
水

（
泥

水
）

を
河

川
や

側
溝

に
排

水
す

る
と

な
く

排
水

吸
引

機
能

を
有

す
る

切
断

機
械

等
に

よ
り

回
収

す
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
回

収
水

等
は

、
産

業
廃

棄
物

と
し

て
取

り
扱

う
も

の
と

し
、

適
正

に
処

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
「

適
正

に
処

理
」

す
る

と
は

、
「

廃
棄

物
処

理
及

び
清

掃
に

関
す

る
法

律
」

に
基

づ
き

、
産

業
廃

棄
物

の
排

出
事

業
者

（
受

注
者

）
が

産
業

廃
棄

物
の

処
理

を
委

託
す

る
際

、
適

正
処

理
の

た
め

に
必

要
な

廃
棄

物
情

報
（

成
分

や
性

状
等

）
を

処
理

業
者

に
提

供
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

な
お

、
受

注
者

は
、

回
収

水
等

の
産

業
廃

棄
物

管
理

票
（

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

）
に

つ
い

て
、

監
督

員
に

提
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
注

）
上

記
受

託
業

務
事

項
・

条
件

及
び

内
容

の
レ

印
当

該
欄

は
、

作
業

に
当

た
っ

て
制

約
を

受
け

る
事

と
な

る
の

で
明

示
す

る
。

　
　

　
明

示
事

項
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

及
び

明
示

さ
れ

て
い

な
い

制
約

等
が

発
生

し
た

と
き

は
、

発
注

者
と

別
途

協
議

し
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
別

途
協

議
と

は
、

設
計

・
現

場
説

明
又

は
作

業
打

合
せ

等
に

よ
り

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

亀
山

市
平

成
3
0
年

7
月

-7-



特
記

仕
様

書
（

施
工

条
件

明
示

一
覧

表
）

№
3

条
　

　
　

件
　

　
　

及
　

　
　

び
　

　
　

内
　

　
　

容
明

　
示

　
項

　
目

明
　

　
示

　
　

事
　

　
項

設
計

条
件

（
　

　
　

　
　

）
工

法
区

分
（

　
　

　
　

　
）

材
料

種
類

（
　

　
　

　
　

）
施

工
範

囲
（

　
　

　
　

　
）

削
孔

数
量

（
　

　
　

　
　

）
注

入
量

　
（

　
　

　
　

　
）

そ
の

他
　

（
　

　
　

　
　

）

工
法

関
係

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

材
料

関
係

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

）

再
生

材
使

用
の

指
定

あ
り

再
生

材
の

種
類

（
再

生
Ａ

s
コ

ン
再

生
路

盤
材

再
生

ク
ラ

ッ
シ

ャ
ー

ラ
ン

道
路

用
盛

土
材

再
生

コ
ン

砂
　

）

再
生

材
が

使
用

出
来

な
い

場
合

の
措

置
（

新
材

に
変

更
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
）

別
途

協
議

　
）

六
価

ク
ロ

ム
溶

出
試

験
あ

り
（

環
境

告
示

第
4
6
号

溶
出

試
験

）
再

生
コ

ン
ク

リ
ー

ト
砂

（
１

購
入

先
当

た
り

１
検

体
の

試
験

を
行

い
、

試
験

報
告

書
に

は
、

使
用

す
る

工
事

名
称

、
所

在
地

を
記

載
す

る
。

）

三
重

県
リ

サ
イ

ク
ル

製
品

利
用

推
進

条
例

に
基

づ
く

三
重

県
リ

サ
イ

ク
ル

製
品

利
用

推
進

条
例

に
基

づ
く

認
定

製
品

を
使

用
す

る
。

た
だ

し
、

認
定

製
品

が
入

手
で

き
な

い
場

合
は

、
監

督
員

と
別

途
協

議
。

認
定

製
品

の
使

用
に

つ
い

て
　

（
認

定
製

品
の

品
名

：
　

　
　

　
　

　
　

　
）

　
【

注
：

認
定

製
品

の
品

名
欄

に
つ

い
て

は
、

設
計

単
価

表
の

品
名

を
記

入
す

る
こ

と
】

下
記

製
品

を
本

工
事

で
使

用
す

る
場

合
は

、
三

重
県

リ
サ

イ
ク

ル
製

品
利

用
推

進
条

例
に

基
づ

く
認

定
製

品
を

使
用

す
る

よ
う

に
努

め
る

。

　
（

認
定

製
品

の
品

名
：

　
間

伐
材

製
工

事
用

バ
リ

ケ
ー

ド
・

看
板

・
標

示
板

 
 
）

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

工
事

用
機

材
の

保
管

及
び

仮
置

き
の

必
要

あ
り

保
管

場
所

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
期

間
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

そ
の

他
（

　
　

　
　

）

現
場

発
生

品
あ

り
品

名
（

既
設

機
器

　
　

　
　

　
）

数
量

（
　

２
　

）
保

管
場

所
（

　
亀

山
市

第
２

水
源

地
　

　
）

そ
の

他
（

　
　

　
）

）

支
給

品
あ

り
品

名
（

　
　

　
　

　
　

　
　

）
数

量
（

　
　

　
）

引
渡

場
所

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

時
期

（
平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

）
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

盛
土

材
等

工
事

間
流

用
あ

り
運

搬
方

法
（

受
注

者
で

運
搬

受
注

者
以

外
で

運
搬

別
途

協
議

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
）

）

引
渡

場
所

（
別

添
図

等
別

途
協

議
　

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

）

数
量

（
　

　
　

　
　

）
運

搬
距

離
（

Ｌ
＝

　
　

 
㎞

）

現
場

環
境

改
善

費
（

イ
メ

ー
ジ

ア
ッ

プ
経

費
）

適
用

工
事

現
場

環
境

改
善

（
イ

メ
ー

ジ
ア

ッ
プ

）
の

内
容

（
率

分
）

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

現
場

環
境

改
善

（
イ

メ
ー

ジ
ア

ッ
プ

）
の

内
容

（
積

上
）

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
 
）

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

適
用

条
件

三
重

県
公

共
工

事
共

通
仕

様
書

（
平

成
2
8
年

7
月

版
）

を
適

用
（

部
分

改
正

を
行

っ
た

内
容

も
含

む
（

最
新

改
正

：
平

成
3
0
年

7
月

1
日

）
）

「
土

木
構

造
物

設
計

マ
ニ

ュ
ア

ル
（

案
）

編
」

を
適

用

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

薬
液

注
入

関
係

薬
液

注
入

工
法

等
の

指
定

あ
り

提
出

書
類

あ
り

注
入

量
の

確
認

、
注

入
の

管
理

及
び

注
入

の
効

果
の

確
認

再
生

材
使

用
関

係

そ
　

の
　

他

適
 
用

 
条

 
件

土
木

構
造

物
設

計
マ

ュ
ア

ル
（

案
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
編

」
を

適
用

契
約

後
の

V
E
提

案
に

関
す

る
特

記
仕

様
書

　
平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

を
適

用
（

三
重

県
H
P
「

三
重

県
の

公
共

事
業

情
報

」
を

参
照

）

「
工

事
監

理
連

絡
会

」
実

施
対

象
工

事
に

係
る

特
記

仕
様

書
　

平
成

3
0
年

7
月

1
日

を
適

用
（

三
重

県
H
P
「

三
重

県
の

公
共

事
業

情
報

」
を

参
照

）

※
設

計
図

書
の

照
査

完
了

後
、

実
施

に
つ

い
て

監
督

員
と

協
議

す
る

こ
と

。

（

（
）

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

設
計

変
更

（
工

事
一

時
中

止
）

を
行

う
際

に
は

、
三

重
県

工
事

一
時

中
止

に
係

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（

三
重

県
県

土
整

備
部

 
平

成
2
9
年

7
月

）
を

参
考

と
す

る
。

（
三

重
県

H
P
「

三
重

県
の

公
共

事
業

情
報

」
を

参
照

）

設
計

変
更

（
工

事
一

時
中

止
）

を
行

う
際

に
は

、
農

業
農

村
整

備
事

業
漁

港
漁

場
関

係
工

事
森

林
整

備
保

全
事

業

三
重

県
企

業
庁

が
所

管
す

る
工

事
）

に
お

け
る

工
事

一
時

中
止

に
係

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

 
三

重
県

農
林

水
産

部
 
平

成
2
9
年

7
月

三
重

県
企

業
庁

 
平

成
2
9
年

7
月

を
参

考
と

す
る

。
（

三
重

県
H
P
「

三
重

県
の

公
共

事
業

情
報

」
を

参
照

）

支
援

技
術

者
１

．
本

工
事

は
現

場
に

お
け

る
現

場
技

術
業

務
を

〔
例

示
－

（
公

財
）

三
重

県
建

設
技

術
セ

ン
タ

ー
〕

に
委

託
し

て
い

る
の

で
、

そ
の

支
援

技
術

者
が

監
督

員
　

に
代

わ
っ

て
施

工
体

制
点

検
、

現
場

で
立

会
、

観
察

又
は

検
測

を
行

う
際

は
、

そ
の

業
務

に
協

力
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
ま

た
、

書
類

（
施

工
体

制
台

帳
　

、
計

画
書

、
報

告
書

、
デ

ー
タ

、
図

面
等

）
の

審
査

に
関

し
説

明
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
説

明
に

応
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
支

援
技

術
者

は
　

、
工

事
請

負
契

約
書

第
９

条
に

規
定

す
る

監
督

員
で

は
な

く
、

指
示

、
承

諾
、

協
議

、
検

査
の

適
否

の
判

定
等

を
行

う
権

限
は

有
し

な
い

も
の

で
あ

る
。

２
．

監
督

員
か

ら
工

事
請

負
者

に
対

す
る

指
示

又
は

通
知

等
の

支
援

技
術

者
を

通
じ

て
行

う
場

合
に

は
、

監
督

員
か

ら
直

接
、

指
示

又
は

通
知

が
あ

っ
た

も
の

　
と

み
な

す
。

３
．

監
督

員
の

指
示

に
よ

り
工

事
請

負
者

が
監

督
員

に
対

し
て

行
う

報
告

又
は

通
知

は
、

支
援

技
術

者
を

通
じ

て
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

４
．

本
工

事
を

担
当

す
る

支
援

技
術

者
の

氏
名

は
右

記
の

通
り

で
あ

る
。

　
支

援
技

術
者

：

「
受

発
注

者
間

の
協

議
に

お
け

る
回

答
予

定
日

を
明

確
に

す
る

取
組

」
試

行
対

象
工

事
に

係
る

特
記

仕
様

書
　

平
成

2
8
年

7
月

1
日

を

適
用

（
三

重
県

H
P
「

三
重

県
の

公
共

事
業

情
報

」
を

参
照

）

（
注

）
上

記
受

託
業

務
事

項
・

条
件

及
び

内
容

の
レ

印
当

該
欄

は
、

作
業

に
当

た
っ

て
制

約
を

受
け

る
事

と
な

る
の

で
明

示
す

る
。

　
　

　
明

示
事

項
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

及
び

明
示

さ
れ

て
い

な
い

制
約

等
が

発
生

し
た

と
き

は
、

発
注

者
と

別
途

協
議

し
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
別

途
協

議
と

は
、

設
計

・
現

場
説

明
又

は
作

業
打

合
せ

等
に

よ
り

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

亀
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特
記

仕
様

書
（

施
工

条
件

明
示

一
覧

表
）

№
4

条
　

　
　

件
　

　
　

及
　

　
　

び
　

　
　

内
　

　
　

容
明

　
示

　
項

　
目

明
　

　
示

　
　

事
　

　
項

一
般

監
督

重
点

監
督

の
場

合
　

【
注

：
全

て
の

工
種

に
適

用
し

な
い

場
合

は
、

対
象

工
種

欄
を

チ
ェ

ッ
ク

し
、

対
象

工
種

名
を

記
入

す
る

こ
と

。
】

全
て

の
工

種
に

適
用

す
る

。

対
象

工
種

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

重
点

監
督

　
※

こ
れ

以
外

は
、

一
般

監
督

と
す

る
。

入
札

時
Ｖ

Ｅ
方

式
契

約
前

の
Ｖ

Ｅ
提

案
に

基
づ

き
施

工
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

契
約

後
Ｖ

Ｅ
方

式
契

約
後

に
Ｖ

Ｅ
提

案
を

受
け

付
け

る
。

設
計

・
施

行
一

括
発

注
方

式
細

部
設

計
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

プ
ロ

ポ
ー

ザ
ル

方
式

総
合

評
価

方
式

工
事

完
成

図
書

（
工

事
写

真
含

む
）

工
事

完
成

図
書

は
電

子
納

品
と

す
る

。
た

だ
し

、
電

子
化

が
困

難
な

部
分

に
つ

い
て

監
督

員
と

協
議

承
諾

を
得

た
も

の
に

つ
い

て
は

こ
の

限
り

で
は

な
い

。

電
子

納
品

対
象

外
電

子
媒

体
の

提
出

部
数

は
、

（
２

部
（

　
　

　
　

）
部

）
と

す
る

。

2
9
年

4
月

改
訂

）
を

適
用

産
業

廃
棄

物
税

工
事

カ
ル

テ
作

成
・

登
録

三
重

県
公

共
工

事
共

通
仕

様
書

に
基

づ
き

、
工

事
カ

ル
テ

作
成

・
登

録
を

行
う

こ
と

。

建
設

副
産

物
情

報
交

換
シ

ス
テ

ム

下
請

企
業

の
次

数
制

限
本

工
事

に
お

け
る

下
請

の
次

数
は

、
２

次
（

建
築

一
式

工
事

は
３

次
）

ま
で

と
す

る
。

下
請

関
係

共
通

仕
様

書
第

1
編

第
1
章

1
-
1
-
2
2
条

第
6

項
に

規
定

す
る

表
1
-
2
、

表
1
-
3

（
た

だ
し

、
低

入
札

価
格

調
査

制
度

の
調

査
対

象
工

事
と

な
っ

た
場

合
は

、
全

て
の

工
種

を
重

点
監

督
と

す
る

。
）

入
札

・
契

約
方

式

本
件

工
事

で
提

案
不

履
行

が
あ

っ
た

場
合

は
、

本
件

工
事

完
成

年
度

の
翌

年
度

に
総

合
評

価
方

式
で

発
注

す
る

案
件

（
以

下
「

発
注

工
事

」
と

い
う

。
）

で
、

貴
社

の
評

価
点

に
お

い
て

発
注

工
事

の
加

算
点

（
満

点
）

の
１

割
を

減
点

し
ま

す
。

電
 
子

 
納

 
品

三
重

県
Ｃ

Ａ
Ｌ

Ｓ
電

子
納

品
運

用
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
平

成

産
業

廃
棄

物
税

本
工

事
に

は
産

業
廃

棄
物

税
相

当
分

が
計

上
さ

れ
て

い
な

い
た

め
、

受
注

者
が

課
税

対
象

と
な

っ
た

場
合

に
は

完
成

年
度

の
翌

年
度

の
4
月

1
日

か
ら

8
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
別

に
定

め
る

様
式

に
産

業
廃

棄
物

税
納

税
証

明
書

等
を

添
付

し
て

当
該

工
事

の
発

注
者

に
対

し
て

支
払

請
求

を
行

う
こ

と
。

な
お

、
こ

の
期

間
を

超
え

て
請

求
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
ま

た
、

設
計

数
量

を
超

え
て

請
求

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

工
事

カ
ル

テ
作

成
・

登
録

建
設

副
産

物
情

報
交

換
シ

ス
テ

ム
三

重
県

公
共

工
事

共
通

仕
様

書
に

基
づ

き
、

建
設

副
産

物
情

報
交

換
シ

ス
テ

ム
（

副
産

物
シ

ス
テ

ム
、

発
生

土
シ

ス
テ

ム
）

に
デ

ー
タ

を
入

力
す

る
こ

と
。

監
督

の
区

分

下
請

企
業

の
次

数
制

限
本

工
事

に
お

け
る

下
請

の
次

数
は

、
２

次
（

建
築

式
工

事
は

３
次

）
ま

で
と

す
る

。

上
記

次
数

を
超

え
る

下
請

契
約

を
締

結
す

る
場

合
は

、
下

請
契

約
締

結
前

に
書

面
に

よ
り

発
注

者
の

承
諾

を
得

る
こ

と
。

県
内

企
業

の
使

用
、

管
内

又
は

隣
接

管
内

企
業

の
優

先
使

用

建
設

資
材

の
県

内
産

製
品

優
先

使
用

本
工

事
で

使
用

す
る

建
設

資
材

の
調

達
に

あ
た

っ
て

は
、

極
力

県
内

の
取

り
扱

い
業

者
か

ら
購

入
す

る
よ

う
努

め
る

こ
と

。
県

内
産

製
品

優
 
先

 
使

 
用

本
工

事
に

使
用

す
る

建
設

資
材

に
つ

い
て

、
規

格
・

品
質

等
の

条
件

を
満

足
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
県

内
産

資
材

の
優

先
使

用
す

る
よ

う
努

め
る

こ
と

。

下
請

関
係

下
請

企
業

次
数

制
限

　
県

内
企

業
使

用
管

内
企

業
優

先
使

用

本
工

事
に

お
い

て
、

下
請

契
約

を
締

結
す

る
場

合
は

、
当

該
契

約
の

相
手

方
（

２
次

以
下

の
請

負
人

を
含

む
）

を
三

重
県

内
に

本
店

（
建

設
業

法
に

お
い

て
規

定
す

る
主

た
る

営
業

所
を

含
む

）
を

有
す

る
者

の
中

か
ら

選
定

す
る

よ
う

努
め

る
こ

と
。

ま
た

、
本

建
設

事
務

所
管

内
又

は
隣

接
す

る
建

設
事

務
所

管
内

に
本

店
（

建
設

業
法

に
お

い
て

規
定

す
る

主
た

る
営

業
所

を
含

む
）

を
有

す
る

者
を

優
先

し
て

選
定

す
る

よ
う

努
め

る
こ

と
。

な
お

、
県

外
企

業
を

下
請

け
に

選
定

す
る

場
合

は
、

下
請

契
約

締
結

前
に

書
面

に
よ

り
発

注
者

に
報

告
を

行
う

こ
と

。

（
注

）
上

記
受

託
業

務
事

項
・

条
件

及
び

内
容

の
レ

印
当

該
欄

は
、

作
業

に
当

た
っ

て
制

約
を

受
け

る
事

と
な

る
の

で
明

示
す

る
。

　
　

　
明

示
事

項
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

及
び

明
示

さ
れ

て
い

な
い

制
約

等
が

発
生

し
た

と
き

は
、

発
注

者
と

別
途

協
議

し
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
別

途
協

議
と

は
、

設
計

・
現

場
説

明
又

は
作

業
打

合
せ

等
に

よ
り

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

亀
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市
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特
記

仕
様

書
（

施
工

条
件

明
示

一
覧

表
）

№
5

条
　

　
　

件
　

　
　

及
　

　
　

び
　

　
　

内
　

　
　

容
明

　
示

　
項

　
目

明
　

　
示

　
　

事
　

　
項

工
事

実
態

調
査

社
会

保
険

等
未

加
入

対
策

社
会

保
険

等
未

加
入

対
策

（
健

康
保

険
、

厚
生

年
金

保
険

及
び

雇
用

保
険

）
適

用
除

外
で

な
い

に
も

関
わ

ら
ず

社
会

保
険

等
に

未
加

入
で

あ
る

建
設

業
者

を
下

請
負

人
と

し
て

は
な

ら
な

い
。

受
注

者
は

、
施

工
体

制
台

帳
・

再
下

請
負

通
知

書
の

「
健

康
保

険
等

の
加

入
状

況
」

欄
に

よ
り

下
請

業
者

が
社

会
保

険
等

に
加

入
し

て
い

る
か

ど
う

か
を

確
認

す
る

こ
と

。
ま

た
、

発
注

者
が

加
入

状
況

を
証

明
す

る
書

類
の

提
出

又
は

提
示

を
求

め
た

場
合

、
速

や
か

に
対

応
す

る
こ

と
。

(
2
)
(
1
)
に

よ
り

三
重

県
警

察
本

部
に

通
報

を
行

う
と

と
も

に
、

捜
査

上
必

要
な

協
力

を
行

っ
た

場
合

に
は

、
速

や
か

に
発

注
者

に
報

告
す

る
こ

と
。

発
注

者
へ

の
報

告
は

必
ず

文
書

で
行

う
こ

と
。

(
3
)
受

注
者

は
暴

力
団

員
等

に
よ

り
不

当
介

入
を

受
け

た
こ

と
か

ら
工

程
に

遅
れ

が
生

じ
る

等
の

被
害

が
生

じ
た

場
合

は
、

発
注

者
と

協
議

を
行

う
こ

と
。

工
事

実
態

調
査

三
重

県
低

入
札

価
格

調
査

実
施

要
領

第
３

条
で

定
め

る
調

査
基

準
に

満
た

な
い

額
で

契
約

し
、

発
注

者
よ

り
工

事
実

態
調

査
の

指
示

が
あ

っ
た

場
合

又
は

、
同

実
施

要
領

で
定

め
る

重
点

調
査

を
経

て
契

約
し

た
場

合
は

、
工

事
実

態
調

査
に

協
力

す
る

こ
と

。

不
当

介
入

を
受

け
た

場
合

の
措

置

不
当

介
入

を
受

け
た

場
合

の
措

置
暴

力
団

員
等

に
よ

る
不

当
介

入
（

三
重

県
公

共
工

事
等

暴
力

団
等

排
除

措
置

要
綱

第
２

条
第

１
項

第
1
4
号

）
を

受
け

た
場

合
の

措
置

に
つ

い
て

(
1
)
受

注
者

は
暴

力
団

員
等

（
三

重
県

公
共

工
事

等
暴

力
団

等
排

除
措

置
要

綱
第

２
条

第
１

項
第

1
2
号

）
に

よ
る

不
当

介
入

を
受

け
た

場
合

は
、

断
固

と
し

て
こ

れ
を

拒
否

す
る

と
と

も
に

、
不

当
介

入
が

あ
っ

た
時

点
で

速
や

か
に

三
重

県
警

察
本

部
に

通
報

を
行

う
と

と
も

に
、

捜
査

上
必

要
な

協
力

を
行

う
こ

と
。

（
注

）
上

記
受

託
業

務
事

項
・

条
件

及
び

内
容

の
レ

印
当

該
欄

は
、

作
業

に
当

た
っ

て
制

約
を

受
け

る
事

と
な

る
の

で
明

示
す

る
。

　
　

　
明

示
事

項
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

及
び

明
示

さ
れ

て
い

な
い

制
約

等
が

発
生

し
た

と
き

は
、

発
注

者
と

別
途

協
議

し
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
別

途
協

議
と

は
、

設
計

・
現

場
説

明
又

は
作

業
打

合
せ

等
に

よ
り

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

亀
山

市
平

成
3
0
年

7
月
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平
成

３
０

年
４

月
 

工
 

事
 

特
 

記
 

仕
 

様
 

書
 

  １
．
 こ

の
仕

様
書

は
当

該
工

事
に

の
み

適
用

し
、

定
め

の
な

い
事

項
に

つ
い

て
は

三
重

県
公

共
工

事
共

通
仕

様
書

（以
下

「公
共

共
仕

」と
い

う
。

）及
び

三
重

県
建

設
工

事

執
行

規
則

に
よ

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

２
．

設
計

図
書

の
照

査
 

 

2-
1 

受
注

者
は

、
契

約
後

す
み

や
か

に
本

市
が

交
付

し
た

工
事

図
書

の
照

査
を

行
い

、
そ

の
結

果
を

監
督

員
に

報
告

す
る

こ
と

。
 

 

３
．

施
工

計
画

書
 

  
3
-
1
 

受
注

者
は

、
「
公

共
共

仕
」
に

よ
る

ほ
か

、
下

記
の

事
項

に
留

意
し

て
計

画
を

た
て

る
こ

と
。

 

 
 

 
(1

) 
施

工
方

法
の

決
定

に
あ

た
っ

て
は

、
工

事
の

安
全

か
つ

円
滑

な
施

工
の

確
保

と
公

害
防

止
に

留
意

す
る

。
 

(2
) 

施
工

計
画

を
定

め
る

に
あ

た
っ

て
は

、
施

工
現

場
の

地
質

状
況

及
び

現
場

の
施

工
環

境
に

留
意

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
3
-
2
  

段
階

確
認

、
材

料
確

認
等

の
計

画
を

た
て

明
記

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
3
-
3
 

受
注

者
は

、
監

督
員

に
提

出
し

た
施

工
計

画
書

に
従

っ
て

工
事

を
施

工
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
3
-
4
 

施
工

計
画

の
内

容
に

つ
い

て
監

督
員

が
「
再

検
討

」
を

指
示

し
た

場
合

は
、

そ
の

内
容

に
つ

い
て

再
度

検
討

の
う

え
す

み
や

か
に

再
提

出
す

る
こ

と
。

 

 
 3-

5 
 施

工
計

画
書

の
内

容
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
そ

の
つ

ど
当

該
工

事
に

着
手

す
る

前
に

変
更

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

、
変

更
施

工
計

画
書

を
提

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
出

し
な

け
れ

ば
ば

ら
な

い
。

 

 ４
．

工
程

表
 

  
4
-
1
 

施
工

計
画

書
に

従
い

工
程

表
を

提
出

す
る

こ
と

。
な

お
、

工
程

表
は

ﾈ
ｯ
ﾄﾜ

ｰ
ｸ
か

ﾊ
ﾞｰ

ﾁ
ｬ
ｰ

ﾄと
す

る
。
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平
成

３
０

年
４

月
 

５
．

開
削

工
 

  
 
削

除
 

 ６
．

排
水

処
理

 

 

6-
1 

 
工

事
に

伴
い

発
生

す
る

排
水

に
つ

い
て

は
、

公
共

用
水

域
等

の
水

質
汚

濁
を

防
止

し
周

囲
の

環
境

に
配

慮
す

る
た

め
、

関
連

法
規

を
遵

守
し

、
適

切
な

対
 

 
 

 
策

を
請

負
者

の
責

任
に

お
い

て
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

(
1
)
受

注
者

は
、

舗
装

切
断

時
に

発
生

す
る

濁
水

を
回

収
し

、
産

業
廃

棄
物

（
汚

泥
）

と
し

て
処

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

(
2
)
受

注
者

は
、
濁

水
が

搬
出

さ
れ

る
工

事
に

あ
た

っ
て

は
、
産

業
廃

棄
物

管
理

票
（

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

）
に

よ
り

、
適

正
に

処
理

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
か

め

る
と

と
も

に
、

監
督

員
に

提
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

(
3
)
濁

水
の

処
理

に
関

し
、
排

水
量

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
、
受

注
者

は
濁

水
量

等
を

取
り

ま
と

め
の

う
え

、
監

督
員

と
協

議
を

行
い

契
約

変
更

の
対

象
と

す

る
。

 

(
4
)
受

注
者

は
、

濁
水

の
処

分
に

関
し

、
処

理
状

況
（

収
集

・
運

搬
・

処
分

）
を

明
確

に
把

握
で

き
る

写
真

管
理

を
行

う
こ

と
。

 

(
5
)
受

注
者

は
、

濁
水

が
生

じ
な

い
工

法
（

空
冷

式
等

）
を

採
用

し
た

場
合

も
、

濁
水

と
同

様
に

、
吸

引
す

る
装

置
の

併
用

な
ど

、
粉

塵
の

飛
散

防
止

対
策

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

収
集

し
た

粉
塵

に
つ

い
て

は
、

適
正

な
運

搬
・

処
分

を
実

施
す

る
こ

と
と

し
、

産
業

廃
棄

物
管

理
票

（
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
）

に

よ
り

、
適

正
に

処
理

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
か

め
る

と
と

も
に

、
監

督
員

に
提

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 ７
．

現
場

管
理

一
般

 

  
7
-
1
 

保
安

 

(1
) 

必
要

に
応

じ
適

切
な

フ
ェ

ン
ス

、
門

扉
等

を
設

け
、

関
係

者
以

外
の

者
が

容
易

に
立

入
り

で
き

な
い

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

 

(2
) 

工
事

施
工

中
の

現
場

管
理

、
安

全
管

理
に

つ
い

て
は

、
本

特
記

仕
様

書
各

条
項

に
定

め
る

も
の

を
除

き
、

受
注

者
に

て
自

発
的

な
措

置
を

図
り

、
責

任
を

も
っ

て

事
故

を
未

然
に

防
ぐ

こ
と

。
 

(3
) 

特
に

、
関

係
車

輌
の

交
通

安
全

対
策

に
つ

い
て

は
、

遺
漏

の
な

い
よ

う
執

り
図

る
こ

と
。

 

(4
) 

工
事

施
工

箇
所

（
影

響
部

分
・
全

面
舗

装
を

含
む

）
に

お
け

る
掘

削
等

の
復

旧
部

分
に

つ
い

て
、

１
日

の
作

業
前

お
よ

び
作

業
後

に
陥

没
・
沈

下
お

よ
び

亀
裂

等

の
損

傷
の

点
検

を
行

い
、

も
し

損
傷

が
確

認
さ

れ
た

場
合

は
速

や
か

に
補

修
を

行
う

こ
と

。
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平
成

３
０

年
４

月
 

 
7
-
2
 

広
報

等
 

(1
) 

工
事

を
円

滑
、

効
率

的
に

実
施

す
る

た
め

、
受

注
者

は
必

要
に

応
じ

て
工

事
内

容
等

を
地

元
住

民
お

よ
び

通
行

者
に

周
知

せ
し

め
る

と
と

も
に

、
協

力
を

得
る

た

め
の

必
要

な
対

策
を

講
じ

る
こ

と
。

 

(2
) 

工
事

箇
所

の
周

辺
住

民
に

対
し

て
は

、
特

に
親

切
を

旨
と

し
て

十
分

協
調

し
、

信
頼

関
係

を
保

ち
な

が
ら

工
事

を
進

め
る

こ
と

。
 

  

7
-
3
 

職
員

の
駐

在
 

 
 

 
(1

) 
受

注
者

は
、

工
事

施
工

中
の

作
業

時
間

外
と

い
え

ど
も

、
非

常
時

の
連

絡
処

理
な

ら
び

に
工

事
現

場
の

警
戒

取
り

締
ま

り
を

行
う

こ
と

。
 

 
 
 
 
(2

) 
異

常
気

象
時

は
、

災
害

防
止

の
た

め
、

休
日

と
い

え
ど

も
必

要
に

応
じ

労
務

者
を

常
駐

さ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 ８
．

損
害

補
償

 

 

8-
1 

 
民

有
地

等
を

使
用

す
る

場
合

の
土

地
借

り
上

げ
補

償
な

ど
は

、
全

て
受

注
者

の
負

担
と

責
任

に
お

い
て

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 8-
2 

受
注

者
は

、
工

事
の

影
響

に
よ

り
損

害
が

発
生

す
る

と
考

え
ら

れ
る

周
辺

物
件

、
井

戸
等

に
つ

い
て

は
、

請
負

者
で

事
前

に
調

査
を

行
う

こ
と

。
 

 

8-
3 

 
受

注
者

は
、

工
事

完
了

後
周

辺
物

件
、

井
戸

等
に

損
害

が
発

生
し

て
い

な
い

か
、

確
認

を
行

う
こ

と
。

 

 8-
4 

 
事

前
家

屋
調

査
に

つ
い

て
は

三
重

県
業

務
委

託
共

通
仕

様
書

の
工

損
調

査
共

通
仕

様
書

に
基

づ
き

実
施

す
る

こ
と

。
 

 

９
．

瑕
疵

担
保

 

  
 
9-

1 
 
掘

削
等

に
よ

り
工

事
施

工
箇

所
（影

響
部

分
・全

面
舗

装
を

含
む

）の
復

旧
部

分
が

陥
没

、
沈

下
お

よ
び

亀
裂

等
の

損
傷

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
速

や
か

に
補

 

 
 

 
 

 
修

を
行

う
こ

と
。

 

 １
０

．
竣

工
時

の
提

出
書

類
 

 

10
-1

 
受

注
者

は
、

工
事

完
了

後
速

や
か

に
「公

共
共

仕
」に

規
定

す
る

書
類

の
他

、
監

督
員

が
必

要
と

指
示

す
る

書
類

を
提

出
す

る
こ

と
。

 

 

10
-2

 
公

共
ま

す
設

置
台

帳
を

指
定

の
用

紙
に

よ
り

作
成

し
、

提
出

す
る

こ
と

。
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平
成

３
０

年
４

月
 

 

10
-3

 
基

準
点

よ
り

、
マ

ン
ホ

ー
ル

の
座

標
デ

ー
タ

を
提

出
す

る
こ

と
。

 

 1
0
-
4
 
完

成
図

を
提

出
す

る
こ

と
。

 

  １
１

．
検

査
 

  
1
1
-
1
 

受
注

者
は

、
現

場
の

基
準

点
を

明
確

に
し

、
検

査
に

必
要

な
器

具
、

機
械

を
準

備
す

る
こ

と
。

 

  
11

-2
 

受
注

者
は

、
検

査
を

迅
速

に
行

え
る

よ
う

人
員

を
配

置
し

、
手

際
よ

く
行

動
す

る
こ

と
。

 

 １
２

．
そ

の
他

 

 

1
2
-
1
 
 
他

工
事

と
の

調
整

は
監

督
員

及
び

関
係

施
行

者
と

協
議

の
う

え
、

工
程

調
整

を
行

う
こ

と
。

 

 

12
-2

 
 
工

事
施

工
に

先
立

ち
、

道
路

占
用

許
可

申
請

書
、

道
路

交
通

障
害

報
告

書
、

道
路

使
用

申
請

書
等

を
速

や
か

に
監

督
員

及
び

関
係

機
関

へ
提

出
す

る
 

 
 
 
 
 
 

こ
と

。
 

  
1
2
-
3
 
 
必

要
に

応
じ

て
、

当
工

区
の

工
事

説
明

用
回

覧
板

を
作

成
す

る
こ

と
。

 

 

 
 
12

-4
 
 
受

注
者

の
責

任
に

よ
り

生
じ

た
数

量
、

工
事

費
の

増
加

に
伴

う
設

計
変

更
は

認
め

な
い

。
 

 

 
 
1
2
-5

 
 
１

日
の

作
業

時
間

が
午

後
５

時
を

越
え

る
と

予
想

さ
れ

る
場

合
は

、
午

後
４

時
ま

で
に

監
督

員
に

そ
の

旨
を

連
絡

す
る

こ
と

。
ま

た
、

１
日

の
作

業
が

終
了

次
第

、

監
督

員
に

作
業

終
了

確
認

の
連

絡
を

す
る

こ
と

。
 

  
 
12

-6
 
 
公

共
土

木
工

事
な

ど
の

請
負

作
業

を
実

施
す

る
に

あ
た

っ
て

は
、

環
境

に
配

慮
す

る
こ

と
。

 

 12
-7

 
 
バ

ッ
ク

ホ
ウ

・振
動

ロ
ー

ラ
等

の
建

設
機

械
等

に
つ

い
て

は
、

低
騒

音
型

・
排

出
ガ

ス
対

策
型

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。
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平
成

３
０

年
４

月
 

12
-8

 
 

環
境

汚
染

に
つ

な
が

る
緊

急
事

態
が

お
こ

っ
た

場
合

に
対

応
で

き
る

体
制

及
び

資
材

を
整

え
て

お
く
こ

と
。

 
 

 12
-9

 
 
提

出
書

類
に

つ
い

て
は

、
可

能
な

限
り

両
面

コ
ピ

ー
で

提
出

す
る

こ
と

。
 

 

12
-1

0 
 
工

事
写

真
に

つ
い

て
は

基
本

的
に

電
子

納
品

と
す

る
。

た
だ

し
、

電
子

納
品

が
困

難
な

場
合

は
、

監
督

員
と

協
議

し
承

諾
を

得
る

こ
と

。
 

 12
-1

1 
 
毎

月
末

の
履

行
状

況
を

所
定

の
様

式
に

基
づ

き
作

成
し

、
翌

月
３

日
ま

で
に

監
督

員
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 1
2-

1
2
 
 
マ

ン
ホ

ー
ル

蓋
デ

ザ
イ

ン
は

、
関

第
一

か
ら

第
五

処
理

分
区

に
つ

い
て

は
「
町

並
み

／
ア

ス
レ

」
、

そ
の

他
処

理
分

区
に

つ
い

て
は

「
亀

山
城

と
ハ

ナ
シ

ョ
ウ

ブ
」

を
使

用
す

る
こ

と
。

 

 12
-1

3 
 
石

綿
管

処
理

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
、

石
綿

障
害

予
防

規
則

及
び

廃
棄

物
処

理
法

等
の

関
係

法
令

に
基

づ
き

行
う

こ
と

。
 

 12
-1

4 
 
農

地
を

一
時

的
に

作
業

ヤ
ー

ド
、

現
場

事
務

所
、

資
材

置
場

、
又

は
仮

駐
車

場
と

し
て

利
用

す
る

場
合

は
、

農
地

の
一

時
転

用
な

ど
適

切
な

対
応

を
行

う
こ

と
。

 
 12

-1
5 

 
局

地
的

な
大

雨
に

対
す

る
下

水
道

工
事

に
お

け
る

安
全

対
策

に
つ

い
て

、
情

報
収

集
、

作
業

中
止

基
準

、
対

応
方

法
等

を
施

工
計

画
書

に
記

載
す

る
こ

と
。

 
 1
2
-
1
6
 

 
境

界
確

定
さ

れ
て

い
る

箇
所

に
つ

い
て

は
、

座
標

管
理

を
し

、
境

界
鋲

を
復

元
す

る
こ

と
。

 

 1
2
-
1
7
 

 
A

s,
C

o
塊

、
土

砂
等

の
処

理
に

伴
う

運
搬

業
務

に
つ

い
て

、
下

請
を

行
う

場
合

、
部

分
下

請
負

通
知

書
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

 12
-1

8 
 
「
亀

山
市

公
共

建
築

物
等

木
材

利
用

方
針

（平
成

２
３

年
４

月
１

日
）」

第
５

の
１

に
基

づ
き

、
間

伐
材

及
び

木
製

品
を

積
極

的
に

利
用

す
る

こ
と

。
 

 1
2
-
1
9
 

 
週

間
工

程
表

を
提

出
す

る
こ

と
。

 

 

12
-2

0 
 
近

隣
事

業
所

及
び

住
民

の
車

両
等

の
迂

回
路

が
確

保
で

き
る

よ
う

努
め

る
こ

と
。

 

 12
-2

1 
 
設

計
照

査
に

よ
り

、
設

計
図

書
と

現
地

に
差

異
等

が
生

じ
た

場
合

は
、

発
注

者
・受

注
者

・設
計

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
と

三
者

協
議

を
行

う
こ

と
。
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平
成

３
０

年
４

月
 

1
2-

2
2
 

作
業

時
に

お
け

る
車

両
等

の
規

制
は

交
互

通
行

ま
た

は
通

行
止

と
し

交
通

誘
導

警
備

員
に

よ
り

車
両

等
の

誘
導

を
す

る
こ

と
。

ま
た

、
歩

行
者

は
安

全
確

認
し

た
上

で
交

通
誘

導
警

備
員

に
よ

り
誘

導
を

す
る

こ
と

。
な

お
、

作
業

終
了

時
及

び
休

工
事

に
お

い
て

は
安

全
確

保
し

た
う

え
で

規
制

解
除

を
す

る
こ

と
。

 

 1
2-

2
3
 

マ
ン

ホ
ー

ル
内

の
作

業
に

あ
た

り
、

酸
素

欠
乏

症
等

に
よ

る
事

故
を

未
然

に
防

ぐ
た

め
、

作
業

前
の

安
全

確
認

と
作

業
時

に
事

故
防

止
の

対
応

措
置

を
す

る
こ

と
。
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